
一
頁

平
成
二
十
四
年
四
月
十
八
日
に
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
と
の
間
で
交
換
が
完
了
し
た
看
護
師
及
び
介
護
福
祉

士
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
す
る
書
簡
の
適
用
を
受
け
る
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
等
の
出
入
国
管
理
上
の
取
扱
い

に
関
す
る
指
針
の
特
例
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
九
年
法
務
省
告
示
第
二
百
四
十
八
号
）

第
一

目
的

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
十
八
日
に
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
と
の
間
で
交
換
が
完
了
し
た
看
護
師

及
び
介
護
福
祉
士
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
す
る
書
簡
の
う
ち
日
本
側
書
簡
（
以
下
「
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
」
と

い
う
。
）
１

又
は

の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
て
滞
在
が
許
可
さ
れ
る

(a)

(b)

期
間
内
に
看
護
師
国
家
試
験
又
は
介
護
福
祉
士
試
験
を
受
験
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人
の
滞
在
期
間
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
九
年

二
月
三
日
閣
議
決
定
「
経
済
連
携
協
定(

Ｅ
Ｐ
Ａ)
に
基
づ
く
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
及
び
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護

師
・
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
滞
在
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
」
、
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
「
経
済
連
携
協

定(

Ｅ
Ｐ
Ａ)

に
基
づ
く
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
及
び
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
・
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
滞
在
期

間
の
延
長
に
つ
い
て
」
、
令
和
三
年
二
月
十
九
日
閣
議
決
定
「
経
済
連
携
協
定(

Ｅ
Ｐ
Ａ)

に
基
づ
く
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
、



二
頁

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
及
び
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
・
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
滞
在
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
」
、
令
和
五
年
二
月
二

十
一
日
閣
議
決
定
「
経
済
連
携
協
定(

Ｅ
Ｐ
Ａ)

に
基
づ
く
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
及
び
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師

・
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
滞
在
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
」
又
は
令
和
七
年
二
月
十
八
日
閣
議
決
定
「
経
済
連
携
協
定(

Ｅ

Ｐ
Ａ)

に
基
づ
く
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
及
び
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
・
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
滞
在
期
間
の

延
長
に
つ
い
て
」
に
基
づ
く
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
外
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
第
三
に
規
定
す
る
者
が
、
本
邦
に
滞
在
し
な

が
ら
平
成
二
十
九
年
度
に
実
施
さ
れ
る
看
護
師
国
家
試
験
（
以
下
「
平
成
二
十
九
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い

う
。
）
、
平
成
三
十
年
度
に
実
施
さ
れ
る
看
護
師
国
家
試
験
（
以
下
「
平
成
三
十
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い

う
。
）
、
令
和
元
年
度
に
実
施
さ
れ
る
看
護
師
国
家
試
験
（
以
下
「
令
和
元
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う
。
）
、
令

和
二
年
度
に
実
施
さ
れ
る
看
護
師
国
家
試
験
（
以
下
「
令
和
二
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う
。
）
、
令
和
三
年
度
に

実
施
さ
れ
る
看
護
師
国
家
試
験
（
以
下
「
令
和
三
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う
。
）
、
令
和
四
年
度
に
実
施
さ
れ
る

看
護
師
国
家
試
験
（
以
下
「
令
和
四
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う
。
）
、
令
和
五
年
度
に
実
施
さ
れ
る
看
護
師
国
家

試
験
（
以
下
「
令
和
五
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う
。
）
、
令
和
六
年
度
に
実
施
さ
れ
る
看
護
師
国
家
試
験
（
以
下

「
令
和
六
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
令
和
七
年
度
に
実
施
さ
れ
る
看
護
師
国
家
試
験
（
以
下
「
令



三
頁

和
七
年
度
看
護
師
国
家
試
験
」
と
い
う
。
）
又
は
平
成
三
十
年
度
に
実
施
さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
（
以
下
「
平
成
三
十

年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」
と
い
う
。
）
、
令
和
元
年
度
に
実
施
さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
（
以
下
「
令
和
元
年
度
介
護
福

祉
士
試
験
」
と
い
う
。
）
、
令
和
二
年
度
に
実
施
さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
（
以
下
「
令
和
二
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」

と
い
う
。
）
、
令
和
三
年
度
に
実
施
さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
（
以
下
「
令
和
三
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」
と
い

う
。
）
、
令
和
四
年
度
に
実
施
さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
（
以
下
「
令
和
四
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」
と
い
う
。
）
、
令

和
五
年
度
に
実
施
さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
（
以
下
「
令
和
五
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」
と
い
う
。
）
、
令
和
六
年
度
に

実
施
さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
（
以
下
「
令
和
六
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
令
和
七
年
度
に
実
施

さ
れ
る
介
護
福
祉
士
試
験
（
以
下
「
令
和
七
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」
と
い
う
。
）
を
受
験
し
、
看
護
師
の
資
格
（
保
健

師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
に
基
づ
く
看
護
師
の
資
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
介

護
福
祉
士
の
資
格
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
に
基
づ
く
介
護
福
祉
士
の
資

格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
平
成
二
十
四
年
四
月
十
八
日
に
ベ
ト
ナ
ム
社

会
主
義
共
和
国
政
府
と
の
間
で
交
換
が
完
了
し
た
看
護
師
及
び
介
護
福
祉
士
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
す
る
書
簡

の
適
用
を
受
け
る
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
等
の
出
入
国
管
理
上
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
四
年
法
務
省
告
示
第



四
頁

四
百
十
一
号
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二

定
義

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
指
針
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

一

特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

一
の
二
に
掲
げ
る
平
成
二
十
六
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
、
一

の
三
に
掲
げ
る
平
成
二
十
七
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
、
一
の
四
に
掲
げ
る
平
成
二
十
八
年
度
入
国
特

例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
、
一
の
五
に
掲
げ
る
平
成
二
十
九
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
、
一
の
六

に
掲
げ
る
平
成
三
十
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
、
一
の
七
に
掲
げ
る
令
和
元
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム

人
看
護
師
候
補
者
、
一
の
八
に
掲
げ
る
令
和
二
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
、
一
の
九
に
掲
げ
る
令
和
三

年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
一
の
十
に
掲
げ
る
令
和
四
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

を
い
う
。

一
の
二

平
成
二
十
六
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

平
成
二
十
六
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人

看
護
師
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
看
護
師
国
家
試
験

(a)



五
頁

を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
平
成
二
十
九
年
度
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験

し
、
看
護
師
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受
け
た
も

の
を
い
う
。

一
の
三

平
成
二
十
七
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

平
成
二
十
七
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人

看
護
師
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
看
護
師
国
家
試
験

(a)

を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
平
成
三
十
年
度
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し
、

看
護
師
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受
け
た
も
の
を

い
う
。

一
の
四

平
成
二
十
八
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

平
成
二
十
八
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人

看
護
師
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
看
護
師
国
家
試
験

(a)

を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
元
年
度
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し
、
看

護
師
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受
け
た
も
の
を
い

う
。



六
頁

一
の
五

平
成
二
十
九
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

平
成
二
十
九
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人

看
護
師
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
看
護
師
国
家
試
験

(a)

を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
二
年
度
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し
、
看

護
師
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受
け
た
も
の
を
い

う
。

一
の
六

平
成
三
十
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

平
成
三
十
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護

師
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
看
護
師
国
家
試
験
を
受

(a)

験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
三
年
度
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し
、
看
護
師

の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

一
の
七

令
和
元
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
元
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候

補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し

(a)

た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
四
年
度
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し
、
看
護
師
の
資

格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。



七
頁

一
の
八

令
和
二
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
二
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候

補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し

(a)

た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
五
年
度
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し
、
看
護
師
の
資

格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

一
の
九

令
和
三
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
三
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候

補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し

(a)

た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
六
年
度
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し
、
看
護
師
の
資

格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

一
の
十

令
和
四
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
四
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候

補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１(a)

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験

し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
七
年
度
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し
、
看
護
師
の

資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

二

特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

二
の
二
に
掲
げ
る
平
成
二
十
六
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候



八
頁

補
者
、
二
の
三
に
掲
げ
る
平
成
二
十
七
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
、
二
の
四
に
掲
げ
る
平
成
二
十

八
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
、
二
の
五
に
掲
げ
る
平
成
二
十
九
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護

福
祉
士
候
補
者
、
二
の
六
に
掲
げ
る
平
成
三
十
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
、
二
の
七
に
掲
げ
る
令

和
元
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
、
二
の
八
に
掲
げ
る
令
和
二
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福

祉
士
候
補
者
又
は
二
の
九
に
掲
げ
る
令
和
三
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
を
い
う
。

二
の
二

平
成
二
十
六
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

平
成
二
十
六
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ

ム
人
就
労
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
介

(b)

護
福
祉
士
試
験
を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
平
成
三
十
年
度
介
護
福
祉
士
試

験
を
受
験
し
、
介
護
福
祉
士
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変

更
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

二
の
三

平
成
二
十
七
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

平
成
二
十
七
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ

ム
人
就
労
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
介

(b)

護
福
祉
士
試
験
を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
元
年
度
介
護
福
祉
士
試
験



九
頁

を
受
験
し
、
介
護
福
祉
士
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更

を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

二
の
四

平
成
二
十
八
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

平
成
二
十
八
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ

ム
人
就
労
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
介

(b)

護
福
祉
士
試
験
を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
二
年
度
介
護
福
祉
士
試
験

を
受
験
し
、
介
護
福
祉
士
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更

を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

二
の
五

平
成
二
十
九
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

平
成
二
十
九
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ

ム
人
就
労
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
介

(b)

護
福
祉
士
試
験
を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
三
年
度
介
護
福
祉
士
試
験

を
受
験
し
、
介
護
福
祉
士
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更

を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

二
の
六

平
成
三
十
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

平
成
三
十
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人



一
〇
頁

就
労
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
介
護
福

(b)

祉
士
試
験
を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
四
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
を
受

験
し
、
介
護
福
祉
士
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受

け
た
も
の
を
い
う
。

二
の
七

令
和
元
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
元
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人
就
労

介
護
福
祉
士
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
介
護
福
祉
士

(b)

試
験
を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
五
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
を
受
験

し
、
介
護
福
祉
士
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受
け

た
も
の
を
い
う
。

二
の
八

令
和
二
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
二
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人
就
労

介
護
福
祉
士
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
介
護
福
祉
士

(b)

試
験
を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
六
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
を
受
験

し
、
介
護
福
祉
士
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受
け



一
一
頁

た
も
の
を
い
う
。

二
の
九

令
和
三
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
三
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人
就
労

介
護
福
祉
士
候
補
者
の
う
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
交
換
公
文
１(b

)

の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
介
護
福
祉

士
試
験
を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
令
和
七
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
を
受
験

し
、
介
護
福
祉
士
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変
更
を
受
け

た
も
の
を
い
う
。

三

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
等

指
針
第
三
の
一
の
２
の(

一)

に
規
定
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
等
及
び
特
例
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
候
補
者
等
を
い
う
。

四

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
看
護
師
等

指
針
第
三
の
一
の
２
の(

一)

に
規
定
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
看
護
師
等
及
び
特
例
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
看
護
師
候
補
者
等
を
い
う
。

五

特
例
受
入
れ
機
関

そ
の
設
立
し
て
い
る
病
院
又
は
介
護
施
設
（
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
及
び
特
例
ベ
ト
ナ

ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
雇
用
管
理
、
研
修
の
実
施
等
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
九

号
。
以
下
「
特
例
ベ
ト
ナ
ム
厚
生
労
働
省
告
示
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て



一
二
頁

雇
用
す
る
契
約
を
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
と
の
間
で
締
結
し
た
公

私
の
機
関
を
い
う
。

六

特
例
雇
用
受
入
れ
施
設

五
に
お
い
て
、
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補

者
が
、
特
例
受
入
れ
機
関
と
の
雇
用
契
約
に
基
づ
き
就
労
す
る
病
院
又
は
介
護
施
設
を
い
う
。

第
三

特
例
の
対
象
と
な
る
者

こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
の
対
象
と
な
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
例
ベ
ト
ナ
ム
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
の
一
の
１
の

及
び

又
は
同
告
示
第
二
の
二
の
１
の

及
び

に
定
め
る
要

(2)

(3)

(2)

(3)

件
に
適
合
す
る
と
し
て
同
告
示
第
四
の
一
又
は
二
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
か
ら
、
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補

者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
機
関
へ
通
知
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

二

在
留
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

第
四

特
例
受
入
れ
機
関
に
関
す
る
事
項

特
例
受
入
れ
機
関
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

過
去
三
年
間
に
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
等
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
等
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
看
護
師
等
、
特
例
ベ
ト
ナ
ム



一
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人
看
護
師
候
補
者
及
び
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
受
入
れ
並
び
に
外
国
人
の
就
労
に
係
る
不
正
行
為
を
行

っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

二

特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
と
の
雇
用
契
約
に
基
づ
い
て
、
日
本
人

が
従
事
す
る
場
合
に
受
け
る
報
酬
と
同
等
額
以
上
の
報
酬
を
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介

護
福
祉
士
候
補
者
に
支
払
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。

三

特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
用
の
宿
泊
施
設
を
確
保
し
、
か
つ
、
特

例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
帰
国
旅
費
の
確
保
等
帰
国
担
保
措
置
を
講

じ
て
い
る
こ
と
。

四

特
例
雇
用
受
入
れ
施
設
が
特
例
ベ
ト
ナ
ム
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
の
一
の
２
又
は
二
の
２
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て

お
り
、
か
つ
、
同
施
設
で
行
う
研
修
が
同
告
示
第
二
の
一
の
３
又
は
二
の
３
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

五

二
の
報
酬
の
支
払
状
況
及
び
四
の
特
例
雇
用
受
入
れ
施
設
の
要
件
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
日
現
在
で
受
入
れ
調
整
機
関
（
看
護
師
及
び
介
護
福
祉
士
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
す
る

日
本
国
政
府
と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
に
基
づ
く
看
護
及
び
介
護
分
野
に
お
け
る
ベ
ト
ナ



一
四
頁

ム
人
看
護
師
等
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
七
号
）
第
一
の
四
の
６
に

定
め
る
受
入
れ
調
整
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
通
じ
て
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

こ
と
。

１

平
成
二
十
六
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

平
成
三
十
年
一
月
一
日

２

平
成
二
十
七
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

３

平
成
二
十
八
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
二
年
一
月
一
日

４

平
成
二
十
九
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
三
年
一
月
一
日

５

平
成
三
十
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
四
年
一
月
一
日

６

令
和
元
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
五
年
一
月
一
日

７

令
和
二
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
六
年
一
月
一
日

８

令
和
三
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
七
年
一
月
一
日

９

令
和
四
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
八
年
一
月
一
日

10

平
成
二
十
六
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
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11

平
成
二
十
七
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
二
年
一
月
一
日

12

平
成
二
十
八
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
三
年
一
月
一
日

13
平
成
二
十
九
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
四
年
一
月
一
日

14

平
成
三
十
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
五
年
一
月
一
日

15

令
和
元
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
六
年
一
月
一
日

16

令
和
二
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
七
年
一
月
一
日

17

令
和
三
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
八
年
一
月
一
日

六

四
の
特
例
雇
用
受
入
れ
施
設
で
行
う
研
修
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
日

現
在
で
受
入
れ
調
整
機
関
を
通
じ
て
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。

１

平
成
二
十
六
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

平
成
二
十
九
年
十
月
一
日

２

平
成
二
十
七
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

平
成
三
十
年
十
月
一
日

３

平
成
二
十
八
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
元
年
十
月
一
日

４

平
成
二
十
九
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
二
年
十
月
一
日
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５

平
成
三
十
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
三
年
十
月
一
日

６

令
和
元
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
四
年
十
月
一
日

７

令
和
二
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
五
年
十
月
一
日

８

令
和
三
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
六
年
十
月
一
日

９

令
和
四
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
七
年
十
月
一
日

10

平
成
二
十
六
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

平
成
三
十
年
十
月
一
日

11

平
成
二
十
七
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
元
年
十
月
一
日

12

平
成
二
十
八
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
二
年
十
月
一
日

13

平
成
二
十
九
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
三
年
十
月
一
日

14

平
成
三
十
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
四
年
十
月
一
日

15

令
和
元
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
五
年
十
月
一
日

16

令
和
二
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
六
年
十
月
一
日

17

令
和
三
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
七
年
十
月
一
日
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七

受
け
入
れ
て
い
る
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
と
の
雇
用
契
約
を
終

了
す
る
場
合
に
は
終
了
予
定
日
及
び
終
了
の
理
由
に
つ
い
て
、
受
け
入
れ
て
い
る
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は

特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
が
失
踪
し
た
場
合
に
は
こ
れ
を
知
っ
た
日
時
及
び
失
踪
状
況
に
つ
い
て
、
受
け
入

れ
て
い
る
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
が
収
入
を
伴
う
事
業
を
運
営
す

る
活
動
又
は
報
酬
を
受
け
る
活
動
（
第
五
に
定
め
る
手
続
を
経
て
指
定
さ
れ
た
特
例
受
入
れ
機
関
と
の
雇
用
契
約
に
基
づ

く
特
例
雇
用
受
入
れ
施
設
に
お
け
る
活
動
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
行
う
活
動
を
除
く
。
）
を
行
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
場
合
に
は
こ
れ
を
知
っ
た
日
時
及
び
当
該
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補

者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
の
身
分
事
項
と
共
に
、
受
入
れ
調
整
機
関
を
通
じ
て
速
や
か
に
地
方
出
入

国
在
留
管
理
局
に
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。

第
五

特
例
と
し
て
の
在
留
資
格
の
変
更
の
手
続

一

第
三
の
一
及
び
二
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
病
院
に
お
け
る
看
護
師
の
監
督
の
下
で
の
研
修
を
通
じ
た
必
要
な

知
識
及
び
技
術
を
修
得
す
る
活
動
又
は
介
護
施
設
に
お
け
る
介
護
福
祉
士
の
監
督
の
下
で
の
研
修
を
通
じ
た
必
要
な
知
識
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及
び
技
術
を
修
得
す
る
活
動
を
継
続
し
な
が
ら
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
試
験
を
受
験
し
、
看
護

師
の
資
格
又
は
介
護
福
祉
士
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
特
例
受
入
れ
機
関
と
の
間
に
お
け
る
当
該

機
関
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
雇
用
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
ベ
ト

ナ
ム
人
就
労
介
護
福
祉
士
候
補
者
は
、
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
在
留
資
格
の
変
更
の
手
続
を
経
て
、
在
留
資
格
を
特
定

活
動
と
し
、
特
例
受
入
れ
機
関
及
び
特
例
雇
用
受
入
れ
施
設
を
指
定
し
在
留
期
間
を
一
年
と
す
る
許
可
を
受
け
る
も
の
と

す
る
。

１

平
成
二
十
六
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

平
成
二
十
九
年
度
看
護
師
国
家
試
験

２

平
成
二
十
七
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

平
成
三
十
年
度
看
護
師
国
家
試
験

３

平
成
二
十
八
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
元
年
度
看
護
師
国
家
試
験

４

平
成
二
十
九
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
二
年
度
看
護
師
国
家
試
験

５

平
成
三
十
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
三
年
度
看
護
師
国
家
試
験

６

令
和
元
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
四
年
度
看
護
師
国
家
試
験

７

令
和
二
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
五
年
度
看
護
師
国
家
試
験
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８

令
和
三
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
六
年
度
看
護
師
国
家
試
験

９

令
和
四
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者

令
和
七
年
度
看
護
師
国
家
試
験

10
平
成
二
十
六
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

平
成
三
十
年
度
介
護
福
祉
士
試
験

11

平
成
二
十
七
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
元
年
度
介
護
福
祉
士
試
験

12

平
成
二
十
八
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
二
年
度
介
護
福
祉
士
試
験

13

平
成
二
十
九
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
三
年
度
介
護
福
祉
士
試
験

14

平
成
三
十
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
四
年
度
介
護
福
祉
士
試
験

15

令
和
元
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
五
年
度
介
護
福
祉
士
試
験

16

令
和
二
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
六
年
度
介
護
福
祉
士
試
験

17

令
和
三
年
度
入
国
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

令
和
七
年
度
介
護
福
祉
士
試
験

二

一
の
許
可
を
受
け
て
本
邦
に
在
留
す
る
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

は
、
重
ね
て
同
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

三

一
の
許
可
を
受
け
て
本
邦
に
在
留
す
る
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
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で
あ
っ
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
特
例
受
入
れ
機
関
又
は
特
例
雇
用
受
入
れ
施
設
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の

は
、
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
在
留
資
格
の
変
更
の
手
続
を
経
て
、
一
の
許
可
に
お
け
る
在
留
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の

期
間
を
新
た
な
在
留
期
間
と
し
、
新
た
な
特
例
受
入
れ
機
関
又
は
特
例
雇
用
受
入
れ
施
設
を
指
定
す
る
許
可
を
受
け
る
も

の
と
す
る
。

四

一
又
は
三
の
許
可
を
受
け
て
本
邦
に
在
留
す
る
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
候
補
者
又
は
特
例
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士

候
補
者
で
あ
っ
て
、
看
護
師
の
資
格
又
は
介
護
福
祉
士
の
資
格
を
取
得
し
て
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
又
は
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護

福
祉
士
と
し
て
の
活
動
を
行
お
う
と
す
る
も
の
は
、
指
針
第
五
の
四
の
２
又
は
五
の
２
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
在
留
資
格

の
変
更
の
許
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。


